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税務・会計

木村経営グループ

代表 木 村 岳 二

＊会社紹介＊

昭和50年（1975年）木村光雄税理士事務所として創業。平成26年（2014年）、税理士法人木村経営ブ

レーンとして法人化。50年以上の歴史の中で、基本業務の月次会計監査・税務申告に加え、お客様の事業

環境変化に対応するため、業務の幅を拡げてきた。昭和57年（1982年）、株式会社木村経営ブレーンを

設立して以来、医業経営、相続資産対策に特化。平成４年（1992年）、株式会社木村事業承継ブレーンを

設立し、合併分割などの組織再編、M&Aまで行い、50名規模のグループに至る。（公社）日本医業経営コ

ンサルタント協会の認定登録医業経営コンサルタント７名在籍。URL http://www.kkb-jp.com/

税務

令和８年度税制改正：少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

～診療設備の「即時経費化」がもっと使いやすく！～

令和８年度税制改正大綱で、設備投資に影響を与える「中小企業者等の少額減価償却資産の

取得価額の損金算入の特例」について、見直しが行われます。

１. 改正のポイント：何が変わるのか？

物価高騰や医療機器のＩＴ化に伴う価額上昇を背景に使い勝手が向上します。

・対象資産の取得価額を40万円未満に引き上げ（現行：30万円未満）。

・適用期限を３年延長（令和11年３月31日まで）。

・従業員が400人を超える場合は対象から除外（現行：500人以下）。

【制度の仕組み】 例：取得価額35万円ＰＣ

・改正前：４年（法定耐用年数）をかけて経費化。

・改正後：取得時に一括経費化！

→ その年の利益（税負担）を軽減し、手元のキャッシュを残すことができます。

２. 診療所における活用例

・ＩＴ・ＤＸ設備：高性能サーバー、受付用自動精算機、セキュリティ対策ソフト

・医療機器：ポータブル超音波診断装置、自動血圧計、高機能診察台

・院内環境：待合室用大型空気清浄機、キャッシュレス決済端末

３. 実務上の注意点（ここを確認！）

１.年間合計額の制限：取得価額の合計額のうち300万円に達するまで。

２.償却資産税：国税（所得税・法人税）では全額経費になりますが、市町村に納める

「償却資産税」の対象には残る点に注意が必要です。

３.適用時期：令和８年４月１日から令和11年３月31日まで適用される見込み。

まとめ：

今回の改正により、取得価額が40万円未満の機器であれば、その年度の経営状況に合わせた

柔軟な節税対策が可能になります。

令和８年に設備更新をご検討中の先生は、ぜひ顧問税理士にご相談ください。

http://www.kkb-jp.com/


会計経理

前払費用や未払費用は当年度の経費？

会計経理

税理士法人 ノチデ会計

代表税理士 後 出 雅 敏

＊会社紹介＊

税理士法人・医業経営コンサルティング会社・社会保険労務士事務所など各分野のプロフェッショナルをもつ、

医業経営の総合支援グループ。顧問先の多数を占める医業分野には特に力を注いでおり、病医院側の状況に応じ

てオーダーメイドで特に以下の業務を中心に支援を行う。

持分なし医療法人への移行支援、診療・介護報酬等相談、職員が満足する給与・人事評価制度等構築支援、病医

院建替え支援、医療法人及びMS法人設立・運営支援、新規開業及び承継開業支援、病床再編、後継者の意思決

定・養成支援、Ｍ＆Ａ支援 URL http://nochide_kaikei.tkcnf.com

医療機関の会計では、「現金の出入り」ではなく「その費用や収入がどの期間に対応するか」

が重要です。

特に、決算年度末には、前払費用や未払費用の整理が適切に行われているかが、決算の正確性

を左右します。

本稿では、医療機関でよく発生するケースを中心に、当事業年度の経費に「ならないもの」を

わかりやすく整理します。

■基本原則：発生主義と期間対応
会計処理では、次の方法が基本原則となります。

• 発生主義：サービスの提供や役務の発生時点で収益・費用を計上

• 期間対応：その費用がどの期間に属するかで判断

したがって、「支払った時期」は必ずしも基準になりません。

■当年度の経費にならないもの
① 翌年度のサービスに対応する費用

支払済みであっても、翌年度のサービス提供に対応する部分は経費になりません。

【事例】

• 翌年度の医療機器保守契約料

• 翌年度の建物・設備の保険料

• 翌年度に開催される学会参加費、翌年度分の年会費

• 翌年度のシステム利用料（クラウド型電子カルテ等）

→ 翌年度の前払費用（資産勘定）として計上

※契約期間が１年以内であるなど一定の要件を満たす場合、「短期前払費用の特例」として

支払った全額が当事業年度の経費とできる場合もあります。

② 当年度に発生していない未払計上

「請求書が届いたから」という理由だけで未払計上すると誤りになる場合があります。

【事例】

• 翌年度の委託料が当年度中に請求された

• 翌年度の保守契約料の請求書が当年度中に届いた

→ 当年度の経費にはなりません。

• 工事業者に対し、修理代や医療機器等の前金（着手金）を支払った

→工事が完了した日、医療機器を納品して実際に診療に使えるようになった日が経費にいれる

べき事業年度となります。

今回は支払（経費）の例を取り上げましたが、収益に関しても同様に「入金日＝入金された日

の事業年度の収益」とならないケースもあります。決算月前後の入出金取引は慎重にその内容を

確認していきましょう。

http://nochide_kaikei.tkcnf.com


医業経営

株式会社 Ｓｅｅｄｓ

代表 笠 田 圭 介

＊会社紹介＊

医療経営士及び医業経営コンサルタントとしての知識を活かし、出資持分対策、人事制度構築、病床

再編、新規事業化、人材確保、経営戦略実行支援、病院建替え、後継者問題の解決など、経営改善の

実務に従事している。

また、都道府県医師会や医療関連団体等でのセミナー講師や雑誌寄稿、医療法人の役員などの公的業

務を担っている。

医業経営

医業の承継（第三者承継の実例）

医業承継でお悩みの先生向けに、承継の実務について連載しています。

今号は、第三者承継の実例を１つ記載します。

譲渡側：医療法人の診療所 → 譲受者：他医療法人

完了迄の期間 … 約６ヶ月間

主な実現事項 … 診療の継続（カルテ引継ぎ）

全職員の雇用維持、理事長・院長職の交代

譲渡側が経営から勇退し全ての保証人から離脱

事業用不動産（譲渡側個人所有）を譲受者へ賃貸

主な流れ …（１）譲渡側の承継意思確認、秘密保持契約の締結、相手候補探索

（２）譲受側への開示情報及び基本条件の整理

（３）譲渡側の親族等への説明と合意形成

（４）譲受候補と譲渡側の面談、現地見学

（５）基本条件の調整、基本合意契約の締結

（６）承継前監査

（７）承継契約の締結

（８）職員・患者等への情報開示

（９）引継ぎ、譲渡側の勇退

ポイント … 早期からの動き出し

承継条件の許容範囲を広めに設定し、想定可能な範囲であった

譲渡者・譲受者双方の関係者の意思統一がはかられていた



社会保険労務士事務所
宮本人事労務パートナーズ

代表 宮 本 欣 弥

助成金
＊会社紹介＊

『助成金獲得はお任せください！』北陸三県唯一の助成金コンサルティング専門の社労士事務所

です。着手金０円！顧問契約不要！全国の豊富な成功事例で、中小企業の経営者、個人事業主の

皆さまをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

URL  https://hr-sr.com/

助成金

知って得する助成金情報
〜従業員の採用をお考えの医療機関様へ〜

https://hr-sr.com/


保険・資産運用

第１回：資産運用の「主役」を取り戻す
～ゴールベース運用の真価～

株式会社
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

金沢支店 原 勝 志

保 険 ・
資産運用

＊会社紹介＊

平成12年５月設立、本支店25拠点。全国36都道府県（北陸３県含む）の医師会・医師協同組合

と連携し、医療機関経営という観点から、セミナー活動、情報提供、個別相談などを行っている。

主な業務は、生命保険・損害保険の募集に関する業務、ファイナンシャルプランニング業務、資産

計画の企画立案に関する業務、経営に関する講習会の開催に関する業務、企業の販売活動に関する

人材育成のための教育及び育成業務など。 URL http://www.rml.co.jp

「今の相場で何を買えば儲かりますか？」

私たちがアドバイザーとして現場で最も多く受ける質問の一つです。しかし、この問いには、資産

運用において多くの投資家が陥りがちな「大きな落とし穴」が隠されています。

先生方におかれましても、日々の診療において、検査結果の数値だけを見て治療方針を決めること

はないはずです。患者様の年齢、既往歴、価値観、そして「どう生きたいか」という意向を総合的に

判断して治療計画を立てられるように、資産運用もまた、市場の動向という「数値」ではなく、先生

ご自身の「人生の目的（ゴール）」から逆算されるべきものです。

１. 「何を買うか」の前に「どう生きたいか」を診断する

従来の投資スタイルは、いわば「プロダクトベース（商品主導）」でした。「あの株が上がりそう
だ」「今は金（ゴールド）が買い時だ」といった、目先の価格変動や商品のスペックに注目する手法
です。しかし、これでは市場が荒れた際に指針を失い、不安に駆られて不適切なタイミングで解約し
てしまう「パニック売り」を招きかねません。

一方で、欧米の富裕層の間でスタンダードとなっている「ゴールベース運用」は、運用の主役を
「市場」から「自分」へと取り戻す考え方です。まずは「10年後のクリニック改装資金」「お子様の
海外留学費用」「リタイアメント後の生活費」といった具体的なゴールを、医学的な診断のように精
緻に言語化することから始まります。

２. 医師の「人的資本」を考慮したリスク設計

医師の皆様の資産設計において特筆すべきは、非常に高い「人的資本（将来の稼ぎ力）」をお持ち
である点です。これは、一般的な会社員とは比較にならないほど強固な「債券」をポートフォリオの
中に持っているのと同義です。

ゴールベース運用では、この人的資本や現在の医業経営の状況、負債状況までを多角的に分析しま
す。その上で、目標達成のために「最低限必要なリターン」を算出し、それに基づいた「許容できる
リスクの範囲」を決定します。闇雲に高い利益を追うのではなく、目標達成の確率を最大化するため
の「最適解」を導き出すプロセスは、まさにエビデンスに基づいた医療（ＥＢＭ）の考え方に通じる
ものがあります。

３. なぜ「投資信託」が最適な処方箋となるのか

目標（ゴール）とリスク許容度が決まれば、次は具体的な「処方箋」の作成です。ここで強力な
ツールとなるのが「投資信託」です。

医師の皆様にとって、最も希少で価値のあるリソースは「時間」と「精神的エネルギー」ではない
でしょうか。日々の診療や研究に邁進する中で、個別企業の決算書を精読し、株価チャートを監視し
続けるのは現実的ではありません。投資信託は、プロが世界中の数千という企業に分散投資を行う仕
組みであり、管理の手間を最小限に抑えつつ、世界経済の成長を享受することを可能にします。ゴー
ルベース運用において、投資信託は「感情に左右されず、着実にゴールへ近づくための再現性の高い
治療法」となるのです。

４. 理想の人生をデザインするために

資産運用は、単なる数字を増やすゲームではなく、先生が理想とする人生を実現し、大切な家族や
社会を守るための「手段」に過ぎません。

まずは「いくら増えるか」という視点を一度脇に置き、「何のために運用するか」という原点に立
ち返ることから始めてみませんか。私たちＩＦＡ（独立系ＦＰ）は、特定の金融機関の利益に縛られ
ることなく、先生の「人生の伴走者」として、納得感のある航海図を描くお手伝いしております。

次回は、多忙な医師のライフスタイルに、なぜ投資信託という仕組みが論理的にフィットするのか。

その具体的なメリットと、効率的なポートフォリオ構築の考え方を深掘りいたします。

http://www.rml.co.jp


リスクマネジメント

医業ｺﾝｻﾙ

＊会社紹介＊

当社は石川県医師会の関連団体として、昭和40年７月に設立し、数多くの会員の先生方にご加入をいただ

いております団体の「医師賠償責任保険」及び「所得補償保険」、その他損害保険、生命保険の代理店と

して、医師会の会員並びにご家族、従業員の方々へ保険の販売を行っております。

URL https://ishikawa-ikyo.jp/

～クレーム行為により診療が阻害されたら～

【取扱代理店】
石川県医師協同組合

担当 岩脇・前・村井

最近、「カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）」という言葉を耳にする機会が増えています。実

際、医療機関でも患者さんやその家族からの過剰な要求や不当な言動にお困りではないでしょうか？

カスハラとは、「顧客等からのクレームや言動のうち、その要求内容の妥当性に比して、手段や態様が

社会通念上不適切であり、結果として労働者の就業環境に悪影響を与えるもの」とされています（厚生労

働省「カスタマーハラスメント対策マニュアル」より）。

不当なクレーム（カスハラ）かどうかを判断する際は、「要求の内容（何を求めている
か）」と「要求の手段・態度（どう伝えているか）」の両方に注目する必要があります。
どちらか一方だけを見て「これはカスハラだ」と即断できない場合には、内容の不当性と
手段や態度の不適切さをあわせて考え、それが「社会的に見て常識から外れているか（社
会通念上不適当か）」どうかを判断します。

カスハラ
（不当なハラスメント）

クレーム
（正当な意見）

ポイント

相手を責め、過剰な要求を押しつける不満や問題点を伝え、改善を求める発言の目的

怒鳴る・侮辱する・長時間拘束するなど攻撃的冷静・建設的・礼儀をわきまえている言い方・態度

要求が過大・無理なことを強要する内容に具体性があり、現実的要求の中身

職員を守るために制限・対策が必要医療機関として受け止め、改善に活かす対応の必要性

～事故事例～
ＳＮＳや口コミサイトに「医者に殴られた」「ヤブ医者」といった、事実無根の悪質な書き込みをされた。

～具体的な対処内容～
弁護士からプロバイダに発信者の情報開示請求、投稿削除請求を行った。
※投稿者が特定できれば、直接的な損害賠償や謝罪要求も可能なケースもあります。

ＳＮＳや口コミサイトでの誹謗中傷、患者からの悪質な言動など、医療機関が予測できない
トラブルに巻き込まれることは少なくありません。こうしたリスクに備えて、
【クレーム対応費用保険】を備えておくことは、現代の医療経営において非常に有効なリスク対
策となります。

専門家への相談

クレーム行為に遭ったら、専門相談窓口【クレームコンシェル】にご相談いただけます。クレーム応

対のプロが対応方法について、アドバイスいたします。※クレームコンシェル内の弁護士とのご相談は、15分以内

弁護士に対応依頼

弁護士の対応に係る費用は、保険金としてお支払いすることが可能です。
※弁護士費用を保険金としてお支払いするのは、専門相談窓口に支援を要請し、保険会社が承諾した場合のみになります。

～ クレーム対応費用保険の特長 ～

・クレーム対応費用保険は費用・利益保険普通保険約款に医療業務妨害行為対応費用保険特約条項および各種特約をセットしたものです。

・上記は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。

詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社 金沢支店 法人支社 金沢市香林坊１丁目2番地21 TEL：076-262-2507

（営業時間： 平日午前９時～午後５時まで） SJ25-05386（2025.8.4）

https://ishikawa-ikyo.jp/








期 間 限 定

送料無料
キャンペーン

MEDICAL SUPPLY

GooDs

5.21㈭ ～ 6.30㈫

石川県医師協同組合
〒920-8201 金沢市鞍月東2丁目48番地 TEL(076)239-4144 FAX(076)239-4145

医療用品オンラインショップ
新カタログ発刊！！

※6月30日㈫15：00までにご注文いただいた分に限ります

≪ご注文金額に関わらず送料無料≫
※ご注文の合計金額が5,000円(税別)未満の場合、納品書には送料が記載されますが、請求時に削除いたします。
※組合員都合による返品の場合には送料が発生します。
※お急ぎのご注文以外は、極力まとめ買いのご協力をお願いいたします。
※送料は全額当組合が負担するため、今後本事業の収益が悪化した場合、予告なく送料無料キャンペーンを終了

する場合がございます。


